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平成27年5月31日現在
先月比較 ※外国人含む
世　帯 22,164世帯（　△ 4）
人　口 55,782人（　△64）
　男　 26,393人（　△38）
　女　 29,389人（　△26）
年齢別人口
0 ～20歳 9,184人
21～64歳 27,883人
65歳～ 18,715人
転入 78人 転出 105人
出生 27人 死亡 67人
婚姻 18件 

市の人口

固定資産税（ 2期）
国民健康保険税（ 1期）
※納期限： 7月31日㈮

納税のお知らせ

「税情報ななお　第 2号」回覧
～国民健康保険税の納税通知
書を 7月15日㈬に送付します～

今月の『税情報ななお』

愛の献血

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

■ 7 月23日㈭ 9：30～ 12：00
　サンビーム日和ヶ丘（垣吉町）
■ 7 月24日㈮10：00～ 15：30
　能登食祭市場（府中町）

Ａｌｌ　ｉｎ　ｏｎｅ
在来軸組工法×構造設計

西川総合建築
不動産登記×ピースフル

西川測量登記
 七尾市能登島通町チ部２番地
 TEL/FAX 0767(85)2752  

【 担当 西川剛志080－1965－6748 】

健康は歯と歯ぐきから
　歯周病は成人が歯を失う最大の
原因であり、初期は自覚症状が乏し
く早期発見が大切です。生涯、自分
の歯でおいしく食べるためにも「歯
周疾患検診」を受けましょう。
■対象者
　  平成28年 4月1日までに40・50・
60・70歳の誕生日を迎える人

※対象者には個別通知しています。
■場所　  七尾市および中能登町の

指定歯科医療機関
■受診期限　11月30日㈪
■内容　問診、歯科検診、指導
■費用　1,300円
※  市民税非課税世帯、生活保護世
帯の人は無料です。

問 健康推進課　☎53-3623

公用車（凍結防止剤散布車）売却
■公開期限　 7 月13日㈪
■公開場所　袖ケ江駐車場
　　　　　　（七尾市役所本庁舎前）
※事前にご連絡ください。
■申込期限　 7 月13日㈪
■入札日　　 7 月16日㈭
■入札場所　七尾市役所

※詳細はお問い合わせください。
問 総務課　☎53-1118

アパートや借家住まいの子育て世帯、
新婚世帯に家賃の一部を助成
　低額所得の子育て世帯（中学生
以下）または新婚世帯（婚姻から 3
年以内）の人に、上限月額 1万円を
最長 6年間助成します。
■申込方法
　  申請書と必要な添付書類を都市
建築課へ提出してください。申
請書は、七尾市役所と市民セン
ターにあります。市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
■申込期限　 9 月30日㈬
※  申込期限が過ぎると来年度分か
らの助成となります。

■助成対象期間
　  平成27年 4 月から平成28年 3 月
までの家賃分

※詳細はお問い合わせください。
問 都市建築課　☎53-8429

放送大学10月生募集
　放送大学では、平成27年度第 2学
期（10月入学）の学生を募集していま
す。BS放送やインターネットを通
じて学ぶ正規の通信制大学です。大
学（学士）卒業を目指す人や好きな科
目を 1科目だけ勉強したい人も入学
できます。（入学試験はありません。）
■出願期限　 9月20日㈰
■入学説明会
　 8月 8日㈯、 9日㈰、15日㈯、
　22日㈯、30日㈰、 9月 5日㈯
■個別相談会
　石川学習センターで随時開催
　（要電話予約）
問 放送大学石川学習センター
　 ☎076-246-4029

後期高齢者医療制度
保険料の通知・保険証の郵送
■平成27年度保険料決定通知書
　  7 月中旬に送付します。期限内
に納付してください。通知書に
は、お支払い方法や納期限など
が記載されています。

　保険料率は 2年ごとに見直
されますが、平成26年度、27年
度の保険料率は据え置きとな
りました。
　賦課限度額は57万円です。

■新しい保険証の郵送
　  現在お持ちの保険証の有効期限
は 7月31日㈮までです。 8月 1
日㈯から使用できる保険証を 7
月末までに簡易書留でお届けし
ます。

※  新しい保険証を受け取ったら、
すぐに内容を確認してください。
※古い保険証は、 8月になってか
　ら破棄してください。
※  「限度額適用・標準負担額減額
認定証」をお持ちの人で、 8月
以降も引き続き要件に当てはま
る人には、保険証に同封します。

問 保険課　☎53-8988

介護保険施設などの食費・
部屋代の負担軽減基準が変更
　介護保険 3施設（介護老人福祉
施設、介護老人保健施設、介護療養
型医療施設）やショートステイを
利用の際、住民税非課税の人には
食事・部屋代の負担軽減を行って
います。
　平成27年 8 月からは、住民税非
課税であることに加えて、次の全
てに該当する人が負担軽減の対象
になります。
①  配偶者（世帯が別の場合なども
含む）も住民税非課税

②  預貯金などが、配偶者（上記に同
じ）がいない場合は1,000万円以
下、配偶者がいる場合は配偶者
と合わせて2,000万円以下

※負担軽減には申請が必要です。

問 保険課　☎53-8451

高額介護サービス費の
支給基準が変更
　介護保険サービスの利用者負担
には、所得などに応じて月々上限
があります。（上限を超えた分は払
い戻されます）
　平成27年 8 月からは、同じ世帯に
65歳以上で現役並み所得相当の人が
いる場合、負担の上限が月額37,200
円から44,400円に変わります。
※  現役並み所得相当の人とは、課
税所得が145万円以上の人です。
ただし、同じ世帯にいる65歳以
上の人の収入が、65歳以上の人
が 1人のみの世帯で383万円未
満、 2人以上の世帯で520万円
未満の場合は、上限37,200円の
ままとなります。

問 保険課　☎53-8451

七尾市介護保険料が改定
　介護保険料（65歳以上）は、介護
サービス利用者数などをもとに 3
年ごとに見直します。七尾市では
介護認定者が増えており、介護
サービス費用も年々増加していま
す。この状況から、平成27年度か
ら 3年間に必要なサービス費用を
見込み、保険料を改定しました。
　所得水準に応じて、基準年額に
掛け率を乗じて算定されます。
（国の標準段階どおり 9段階）
　介護保険料の基準年額は73,200
円（平成24年度から平成26年度は
69,480円）です。
※  詳しくは、 7月15日ごろに送付
される、介護保険料決定通知書
をご覧ください。

問 保険課　☎53-8451

介護保険サービス利用
負担が変更
　平成27年 8 月から、一定以上の
所得がある人は、介護保険サービ
スの利用負担が 1割から 2割に変
更になります。
　これに合わせて、要支援・要介
護の認定者全員に、利用者負担割
合（ 1割または 2割）が書かれた
「介護保険負担割合証」が発行され
ます。
　この割合証は、介護保険サービ
ス利用時に必要です。介護保険証
と一緒に保管してください。
※  一定以上の所得がある人とは、
次の全てに該当する人です。
①  本人が65歳以上で、合計所得が
160万円以上
②  同一世帯の65歳以上の人の年金
収入＋そのほかの合計所得金額
　（65歳以上の人が 1人の場合）
　⇒280万円以上
　（65歳以上の人が 2人以上の場合）
　⇒346万円以上
問 保険課　☎53-8451

七尾市地域密着型サービス
運営委員会委員募集
　介護保険事業者の指定や介護
サービスの充実を図るための協議
をする委員を募集します。
■募集人員　　 2 人
■任期　　　　 3 年
■応募資格　
　七尾市に住民票がある満20歳以上の人
■募集期限　 7 月24日㈮
※詳細はお問い合わせください。

問 保険課　☎53-8451
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